
JP 2016-501385 A 2016.1.18

10

(57)【要約】
　目の自動化された測定される矯正、ならびに視力が２
０／２０以上である個人を含む個人用のサングラスおよ
び眼鏡の提供のための方法、装置、およびシステムが提
供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視力が２０／２０以上である個人を含む個人にサングラスを提供するための方法であっ
て、
　前記個人以外の人からの必要な介入のない自動データ獲得のために構成される測定ステ
ーションを設けるステップを備え、前記測定ステーションは、
　　前記個人の各々の目からの波面収差の他覚的測定を得て、
　　前記個人の各々の目からの波面収差の得られた前記他覚的測定に従う複数のレンズを
矯正装置に入れて前記個人が通し見て少なくとも１つの視力表を読み、
　　前記個人が前記矯正装置の焦点度数を手動で調整できるようにし、
　　各々の目毎に矯正モジュールを通して前記視力表を読む際の前記個人からの結果を受
付け、かつ
　　自覚的屈折を通して各々の目の焦点度数を判断する、ように構成され、前記他覚的屈
折は前記個人からの複数の焦点度数に対する自覚的応答に基づき、前記方法はさらに
　前記サングラスを作るための矯正データを生成するステップと、
　電子媒体を介して前記サングラスを作るためのデータを送信するステップとを備え、送
信された前記データは前記サングラスを作るための少なくとも前記矯正データを含有し、
前記方法はさらに
　前記矯正データに基づいて前記サングラス用のレンズを製造するステップと、
　前記レンズをフレームに嵌めて仕上がったサングラスを生産するステップと、
　前記仕上がったサングラスを前記個人に提供するステップとを備える、方法。
【請求項２】
　前記サングラスは処方箋を必要としない医師処方箋不要サングラスである、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記サングラスを作るためのデータを送信するステップは、前記個人以外の人による検
討およびチェックのために、ａ）前記個人の各々の目からの波面収差の得られた前記他覚
的測定についての記録と、ｂ）複数の焦点度数について前記矯正装置を通して前記視力表
を読む際の前記個人の結果と、ｃ）近業を読むための前記個人の短焦点度数と、のうち少
なくとも１つをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記個人以外の前記人が送信された前記データを検討しかつフィードバックデータを前
記測定ステーションに送れるようにさらに構成される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記測定ステーションはさらに、波面収差の前記他覚的測定から、測定される円柱度数
および円柱軸を判断するように構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記測定ステーションはさらに、サングラスフレームの選択を前記個人に提供するおよ
び前記個人から受けるように構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　レンズについての生成された前記矯正データは、選択されたサングラスフレームの形状
を考慮するように修正される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記測定ステーションはさらに、選択された前記サングラスを着用したおよび／または
着用していない前記個人の写真を撮るように構成される、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記測定ステーションはさらに、前記個人から支払情報を受付けるように構成される、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記測定ステーションはさらに、前記個人から配送情報を受付けるように構成される、
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請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記測定ステーションはさらにレンズ作製者と通信し、かつカスタムレンズを製造する
レンズ作製者に前記矯正データを転送するように構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記レンズ作製者は自動化される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記測定ステーションは自動化された前記レンズ作製者と通信し、かつ前記個人からカ
スタムレンズを製造するレンズ作製者に前記矯正データおよび配送情報を転送するように
構成される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記測定ステーションはさらに、選択されたサングラスフレームスタイルを前記個人に
提供するかつ前記個人から受けるように構成される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記自動化されたレンズ作製者は、製造された前記カスタムレンズを前記選択されたサ
ングラスフレームに組付けるようにさらに構成される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記測定ステーションはさらに、前記個人から支払情報および配送情報を受付けるよう
に構成される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　各々の目毎の前記矯正データに基づいて前記個人向けに既製品レンズが選択される、請
求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記レンズは成形によってまたは機械加工によって製造される、請求項１に記載の方法
。
【請求項１９】
　前記測定ステーションは、目についての焦点誤差および円柱誤差の屈折矯正を測定する
ための波面フォロプターを備え、前記波面フォロプターは、
　前記目の収差の他覚的測定を与え、瞳孔両端での波面スロープを測定し、かつ０．２５
Ｄよりも微細な分解能で少なくとも円柱軸および円柱度数を含む前記目の波面収差を判断
するための波面検知モジュールと、
　複数の球面レンズおよび円柱レンズならびに前記目による前記焦点誤差を自覚的に判断
するための視力表を有するフォロプターモジュールとを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記円柱レンズは前記波面検知モジュールからの収差の前記他覚的測定に従って設定さ
れ、自覚的に判断される前記焦点誤差は、視力表を見る前記目の複数の焦点度数に対する
前記個人による自覚的応答に関係する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記波面検知モジュールは、小型レンズアレイ波面センサを用いて前記目の収差を測定
する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記他覚的測定はさらに、焦点誤差、球面収差、コマ、および他の高次収差を含み、前
記円柱度数および円柱角は、前記目の瞳孔両端での判断された前記波面収差からの最適化
された視覚について判断される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　個人以外の人からの必要な介入のない自動データ獲得のために構成される測定ステーシ
ョンは、
　ａ．前記個人の各々の目からの波面収差の他覚的測定を得て、
　ｂ．波面収差の前記他覚的測定から、測定される円柱度数および円柱軸を判断し、
　ｃ．判断された前記測定される円柱度数および円柱軸に従う複数のレンズを矯正モジュ
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ールに入れて前記個人が通し見て視力表を読み、
　ｄ．前記個人が矯正装置の焦点度数を手動で調整できるようにし、
　ｅ．各々の目毎の前記矯正モジュールを通して前記視力表を読む際の前記個人からの結
果を受付け、かつ
　ｆ．自覚的屈折を通して各々の目の焦点度数を判断する、ように構成され、前記自覚的
屈折は複数の焦点度数矯正からの前記個人からの自覚的応答に基づき、前記測定ステーシ
ョンはさらに
　ｇ．各々の目の前記測定される円柱度数、円柱軸、および焦点度数を、カスタムレンズ
を製造するレンズ作製者とまたは既製品レンズの倉庫と通信するように構成される、測定
ステーション。
【請求項２４】
　前記測定ステーションはさらに、前記個人以外の人による検討のためにデータを送信す
るように構成され、送信された前記データは、ａ）前記個人の各々の目からの波面収差の
得られた前記他覚的測定についての記録と、ｂ）複数の焦点度数について前記矯正装置を
通して前記視力表を読む際の前記個人の結果と、のうち少なくとも１つを含む、請求項２
３に記載の測定ステーション。
【請求項２５】
　前記個人の写真を撮るようにさらに構成される、請求項２３に記載の測定ステーション
。
【請求項２６】
　前記測定ステーションは目についての焦点誤差および円柱誤差の屈折矯正を測定するた
めの波面フォロプターをさらに備え、前記波面フォロプターは、
　前記目の収差の前記他覚的測定を与えるための波面検知モジュールを備え、前記波面検
知モジュールは、瞳孔両端での波面スロープを測定し、かつ０．２５Ｄよりも微細な分解
能で少なくとも円柱軸および円柱度数を含む前記目の波面収差を判断し、さらに前記波面
フォロプターは
　複数の球面レンズおよび円柱レンズならびに目の焦点誤差を自覚的に判断するための視
力表を有するフォロプターモジュールを備える、請求項２３に記載の測定ステーション。
【請求項２７】
　サングラスフレームの選択を前記個人に提供するおよび前記個人から受けるようにさら
に構成される、請求項２３に記載の測定ステーション。
【請求項２８】
　前記個人から支払情報を受付けるようにさらに構成される、請求項２３に記載の測定ス
テーション。
【請求項２９】
　前記個人から配送情報を受付けるようにさらに構成される、請求項２３に記載の測定ス
テーション。
【請求項３０】
　視力が２０／２０以上の個人を含む個人にサングラスを提供するためのシステムであっ
て、
　ａ．前記個人の各々の目からの波面収差の他覚的測定を得て、波面収差の前記他覚的測
定から、測定される円柱度数および円柱軸を判断し、判断された前記円柱度数および円柱
軸に従う複数のレンズを矯正モジュールに入れて前記個人が通し見て視力表を読み、かつ
自覚的屈折を通して各々の目の焦点度数を判断するように前記個人以外の人からの必要な
介入のない自動データ獲得のために構成される測定ステーションを備え、前記自覚的屈折
は複数の焦点度数からの前記個人からの自覚的応答に基づき、さらに
　カスタムレンズを製造するレンズ作製者、または測定される前記円柱度数、円柱軸、お
よび焦点度数に従って既製品レンズを提供するレンズ倉庫を備える、システム。
【請求項３１】
　前記測定ステーションは、前記目の収差の前記他覚的測定を与えるための波面検知モジ
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ュールをさらに備え、前記波面検知モジュールは、瞳孔両端での波面スロープを測定し、
かつ０．２５Ｄよりも微細な分解能で少なくとも円柱軸および円柱度数を含む前記目の波
面収差を判断し、前記測定ステーションはさらに、複数の球面レンズおよび円柱レンズな
らびに目の焦点誤差を自覚的に判断するための視力表を有するフォロプターモジュールを
備える、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記個人から支払および配送情報を受けるように構成されるデータベースをさらに備え
る、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　視力が２０／２０以上の個人を含む個人に処方箋眼鏡を提供するための方法であって、
　前記個人に測定ステーションを提供するステップを備え、前記測定ステーションは、自
動的に、
　　前記個人の各々の目からの波面収差の他覚的測定を得て、
　　波面収差の前記他覚的測定から、測定される円柱度数および円柱軸を判断し、
　　波面収差の前記他覚的測定からの判断される前記円柱度数および円柱軸に従う複数の
レンズを矯正装置に入れて前記個人が通し見て視力表を読み、
　　前記個人が前記矯正装置の焦点度数を手動で調整できるようにし、
　　各々の目毎の矯正モジュールを通して前記視力表を読む際の前記個人からの結果を受
付け、かつ
　　自覚的屈折を通して各々の目の焦点度数を判断する、ように構成され、
　前記自覚的屈折は複数の屈折矯正に対する前記個人からの自覚的応答に基づき、前記方
法はさらに、
　矯正データを生成して、矯正データからレンズを製造するステップと、
　前記レンズを製造する、または前記矯正データに適切な既製品レンズの組を選択するス
テップと、
　前記レンズをフレームに嵌めて仕上がったサングラスを生産するステップと、
　前記仕上がったサングラスを前記個人に提供するステップとを備える、方法。
【請求項３４】
　個人以外の人からの必要な介入のない自動データ獲得のために構成される処方箋眼鏡の
ためのキオスクシステムであって、
　ａ．目の収差の他覚的測定を与えるための波面検知モジュールを備え、前記波面検知モ
ジュールは、瞳孔両端での波面スロープを測定し、かつ０．２５Ｄよりも微細な分解能で
少なくとも円柱軸および円柱度数を含む前記目の波面収差を判断し、さらに
　ｂ．前記個人が通し見るための複数の屈折矯正を提示する視覚矯正モジュールを備え、
前記複数の屈折矯正は、判断された前記波面収差に従う円柱度数および円柱軸ならびに前
記個人によって手動で制御される複数の焦点度数矯正を含み、さらに
　ｃ．前記複数の焦点度数矯正の下で前記目の視力を判断するための視力表と、
　ｄ．複数の焦点度数矯正について前記矯正モジュールを通して前記視力表を読む際の前
記個人からの結果を受付けるマンマシンインターフェイスモジュールと、
　ｅ．カスタムレンズを製造するレンズ作製者とまたは既製品レンズの倉庫とデータを通
信するためのエクスポートモジュールとを備え、通信される前記データは、各々の目の測
定される前記円柱度数、円柱軸、および焦点度数と、データ検討のための前記波面モジュ
ールの記録と、複数の焦点度数矯正について矯正装置を通して前記視力表を読む際の前記
個人の結果と、のうち少なくとも１つを含む、キオスクシステム。
【請求項３５】
　フレームの選択を前記個人に提供するかつ前記個人から受けるように構成される、請求
項３８に記載のシステム。
【請求項３６】
　選択されたサングラスフレームを着用したおよび／または着用していない前記個人の写
真を撮るようにさらに構成される、請求項３９に記載のキオスクシステム。
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【請求項３７】
　前記個人からの支払情報の受付けを行なうようにさらに構成される、請求項３８に記載
のキオスクシステム。
【請求項３８】
　前記個人からの配送情報の受付けを行なうようにさらに構成される、請求項３８に記載
のキオスクシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本国際ＰＣＴ出願は、２０１２年１１月２８日に出願された米国特許出願第１３／６８
７，３０９号の優先権を主張し、これは、２０１１年５月２６日に出願された米国特許出
願第１３／１１６，２６２号の一部継続出願であり、これは２００９年１１月３０日に出
願された国際ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ０９／６６１４８の継続出願であり、これは、２０
０８年１２月１日に出願された米国仮特許出願第６１／２００，４９４号および２００９
年２月２０日に出願された米国仮特許出願第６１／２０８，０４５号の利益を主張し、こ
れらのすべてが本明細書中に引用により援用される。
【０００２】
　発明の分野
　発明は概して、視力が２０／２０以上である個人を含む個人の視覚を向上させるサング
ラスおよび眼鏡を提供するための目の自動化された測定される矯正に関する。
【背景技術】
【０００３】
　発明の背景
　人の目の屈折矯正は２つの一般的なカテゴリに特徴付けることができる。第１のカテゴ
リは、顕性屈折を用いて測定されるような目の焦点誤差および円柱誤差を矯正する視覚矯
正の従来の方法である。第２のカテゴリは、他覚的波面センサを用いて測定される、焦点
誤差、円柱誤差、球面収差、コマなどを含む目のすべての収差についての矯正を与える波
面ガイド視覚矯正である。
【０００４】
　視覚矯正の従来の方法は、単なる焦点誤差および円柱誤差の矯正に概念的に限られる。
さらに、これは、どのように目の屈折誤差、特に目の円柱誤差、が顕性屈折によって決ま
るかという自覚的性質によっても拘束される。円柱誤差は乱視としても公知であり、これ
は円柱度数と円柱軸との両方を含むので、特定的な問題を生じさせる。
【０００５】
　顕性屈折に関連付けられる少なくとも５つの制限的な要因が存在する。第１に、顕性屈
折は、フォロプター（phoroptor）で利用可能なレンズによって制限される。なぜなら、
顕性屈折は、矯正レンズを適用することおよび目の視覚を自覚的に試験することに依拠す
るからである。焦点誤差は通常、０．１２５ジオプター（Ｄ）という分解能に制限される
一方で、円柱誤差は０．２５Ｄの分解能に制限される。第２に、円柱軸の自覚的判断には
問題がある可能性がある。なぜなら、－僅か数度内の－円柱軸の僅かなばらつきが２Ｄを
上回る円柱矯正について大きな性能差を生じる可能性があるからである。第３に、－検眼
士または眼鏡業者などの－患者または実務者のいずれかによる人的な誤差を排除すること
ができない。なぜなら、顕性屈折は複数の屈折矯正に対する患者の自覚的応答と、実務者
によるそれらの自覚的応答の分析とに係るからである。第４に、顕性屈折は基本的に部分
的な経験的屈折解決策である。なぜなら、顕性屈折を行なう実務者が、時間のかかる過程
での屈折矯正のための終点を決めるからである。最後に、顕性屈折は時間のかかる過程で
もある可能性がある。なぜなら、これは、焦点誤差、円柱度数、および円柱軸を含む３つ
もの独立変数による視覚最適化の、人による制御に依拠するからである。
【０００６】
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　顕性屈折の使用に関連付けられる欠点は、現在のレンズ製造技術の高い公差と相まって
、広範な誤った視覚矯正に繋がってしまう。顕性屈折を用いた従来の視覚矯正方法の不正
確さは、異なる実務者による同じ目の屈折処方箋において、および従来の視覚矯正のため
に普遍的に処方される－０．２５Ｄ程度に大きい－粗い円柱度数の分解能において大きな
差が存在し得る状況に繋がってしまう。結果的に、今日の眼科業界において利用可能な眼
科レンズも０．２５Ｄ分解能のレンズに限られる。従来の視覚矯正を用いた目の乱視の矯
正は、従来の眼鏡レンズを作製する際の高い公差によってさらに複雑化してしまう。さら
に、業界では、２０／２０という視力は、矯正の必要がない既に完璧なものであるとして
受入れられている。２０／２０を超える正視眼の矯正は、従来の顕性屈折では実際的でな
い。なぜなら、従来の顕性屈折の最終的な目標は、目の症状を軽減して、これにより試験
対象の目がフォロプターの選択されたレンズで矯正視力２０／２０の視力を達成できるこ
とだからである。
【０００７】
　結果的に、視覚矯正のための多数の構成および方法が当該技術分野で公知であるが、そ
のすべてに１つ以上の欠点がある。このように、実際的な妥協のない視覚矯正を達成する
自動化された方法および装置を提供する必要性が存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発明の要約
　発明の１つの局面では、目の屈折矯正を判断するための自動化された方法が提供される
。
【０００９】
　このように、本発明のある実施形態は、視力が２０／２０以上の個人を含む個人にサン
グラスを提供するための方法を提供し、方法は、１）個人以外の人からの必要な介入のな
い自動データ獲得のために構成される測定ステーションを提供するステップを備え、測定
ステーションは、個人の各々の目からの波面収差の他覚的測定を得て、波面収差の得られ
た他覚的測定に従う複数のレンズを矯正モジュールに入れて個人が通し見て少なくとも１
つの視力表を読み、かつ自覚的屈折を通して各々の目の焦点度数を判断するように構成さ
れ、自覚的屈折は個人からの複数の焦点度数に対する自覚的応答に基づき、さらに方法は
、２）サングラスを作るための矯正データを生成するステップと、３）電子媒体を介して
サングラスを作るためのデータを送信するステップとを備え、送信されたデータはサング
ラスを作るための少なくとも矯正データを含有し、さらに方法は、４）矯正データに基づ
いてサングラス用のレンズを製造するステップと、５）レンズをフレームに嵌めて仕上が
ったサングラスを生産するステップと、６）仕上がったサングラスを個人に提供するステ
ップとを備える。
【００１０】
　この実施形態のいくつかの局面では、提供されるサングラスは処方箋を必要としない医
師処方箋不要サングラスである。いくつかの局面では、測定ステーションはさらに、各々
の目毎に矯正モジュールを通して視力表を読む際の個人からの結果を受付けるように構成
され、いくつかの局面では、測定ステーションはさらに、個人が矯正装置の焦点度数を手
動で調整できるように構成される。いくつかの局面では、サングラスを作るためのデータ
を送信するステップはさらに、個人以外の人による検討およびチェックのために、ａ）個
人の各々の目からの波面収差の得られた他覚的測定についての記録と、ｂ）複数の焦点度
数について矯正装置を通して視力表を読む際の個人の結果と、のうち少なくとも１つを含
む。
【００１１】
　発明のこの実施形態のいくつかの局面では、測定ステーションはさらに、波面収差の他
覚的測定から、測定される円柱度数および円柱軸を判断するように構成される。いくつか
の局面では、測定ステーションはさらに、サングラスフレームの選択を個人に与えるおよ
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び個人から受けるように構成される。いくつかの局面では、レンズについての生成された
矯正データは、選択されたサングラスフレームの形状を考慮するように修正され、いくつ
かの局面では、測定ステーションはさらに、選択されたサングラスを着用したおよび／ま
たは着用していない個人の写真を撮るように構成される。
【００１２】
　発明のいくつかの局面では、測定ステーションはさらに、個人から支払情報を受付ける
ように構成され、いくつかの局面では、測定ステーションはさらに、個人から配送情報を
受付けるように構成される。
【００１３】
　発明のいくつかの局面では、測定ステーションはさらに、レンズ作製者と通信し、かつ
カスタムレンズを製造するレンズ作製者に矯正データを転送するように構成され、いくつ
かの局面では、レンズ作製者は自動化される。さらに、ある局面では、測定ステーション
は、自動化されたレンズ作製者と通信し、かつ個人からカスタムレンズを製造するレンズ
作製者へ矯正データおよび配送情報を転送するように構成され、いくつかの局面では、測
定ステーションはさらに、選択したサングラスフレームスタイルを個人に提供しかつ個人
から受けるように構成される。
【００１４】
　発明のこの方法のいくつかの局面では、自動化されたレンズ作製者はさらに、製造され
たカスタムレンズを選択されたサングラスフレームに組付けるように構成され、この実施
形態のいくつかの局面では、測定ステーションはさらに、個人から支払情報および配送情
報を受付けるように構成される。
【００１５】
　また他の局面では、レンズ作製者は自動化されない。他の局面では、各々の目毎の矯正
データに基づいて、個人向けの既製品レンズが選択される。他の局面では、レンズは成形
によってまたは機械加工によって製造される。
【００１６】
　この実施形態のまた他の局面では、測定ステーションは、目についての焦点誤差および
円柱誤差の屈折矯正を測定するための波面フォロプターを備え、波面フォロプターは、目
の収差の他覚的測定を与え、瞳孔両端での波面スロープを測定し、かつ０．２５Ｄよりも
微細な分解能で少なくとも円柱軸および円柱度数を含む目の波面収差を判断するための波
面検知モジュールと、複数の球面レンズおよび円柱レンズならびに目の焦点誤差を自覚的
に判断するための視力表を有するフォロプターモジュールとを備える。いくつかの局面で
は、円柱レンズは、波面検知モジュールからの収差の他覚的測定に従って設定され、自覚
的に判断された焦点誤差は、目が視力表を見ることによる複数の焦点度数に対する個人に
よる自覚的応答に基づき、いくつかの局面では、波面検知モジュールは小レンズアレイ波
面センサを用いて目の収差を測定する。また他の局面では、他覚的測定はさらに、焦点誤
差、球面収差、コマ、および他の高次収差を含み、円柱度数および円柱角は、目の瞳孔両
端での判断された波面収差からの最適化された視覚について判断される。
【００１７】
　本発明のまた他の実施形態は、個人以外の人からの必要な介入のない自動データ獲得の
ために構成される測定ステーションを提供し、測定ステーションは、個人の各々の目から
の波面収差の他覚的測定を得て、波面収差の他覚的測定から、測定される円柱度数および
円柱軸を判断し、判断された測定される円柱度数および円柱軸に従う複数のレンズを矯正
モジュールに入れて個人が通し見て視力表を読み、かつ自覚的屈折を通して各々の目の焦
点度数を判断するように構成され、自覚的屈折は複数の焦点度数矯正に対する個人からの
自覚的応答に基づき、測定ステーションはさらに、各々の目の測定される円柱度数、円柱
軸、および焦点度数を、カスタムレンズを製造するレンズ作製者にまたは既製品レンズの
倉庫に通信するように構成される。
【００１８】
　発明のこの実施形態の局面は、矯正モジュールを通して視力表を読む際の個人からの結
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果を受付けるようにさらに構成される測定ステーション、および／または個人が矯正モジ
ュールの焦点度数を手動で調整できるようにさらに構成される測定ステーションを含む。
他の局面では、測定ステーションは、個人以外の人による検討のためにデータを送信する
ようにさらに構成され、送信されるデータは、ａ）個人の各々の目からの波面収差の得ら
れた他覚的測定についての記録と、ｂ）複数の焦点度数について矯正装置を通して視力表
を読む際の個人の結果と、のうち少なくとも１つを含み、いくつかの局面では、測定ステ
ーションはさらに、個人の写真を撮るように構成される。
【００１９】
　発明の他の実施形態は、視力が２０／２０以上の個人を含む個人にサングラスを提供す
るためのシステムを提供し、システムは、個人の各々の目からの波面収差の他覚的測定を
得て、波面収差の他覚的測定から、測定される円柱度数および円柱軸を判断し、判断され
た円柱度数および円柱軸に従う複数のレンズを矯正モジュールに入れて個人が通し見て視
力表を読み、かつ自覚的屈折を通して各々の目の焦点度数を判断するように、個人以外の
人からの必要な介入のない自動データ獲得のために構成される測定ステーションを備え、
自覚的屈折は複数の焦点度数からの個人からの自覚的応答に基づき、システムはさらに、
カスタムレンズを製造するレンズ作製者、または測定される円柱度数、円柱軸、および焦
点度数に従って既製品レンズを提供するレンズ倉庫を備える。いくつかの局面では、シス
テムはさらに、個人から支払および配送情報を受けるように構成されるデータベースを備
える。
【００２０】
　発明の他の実施形態は、視力が２０／２０以上の個人を含む個人にサングラスを提供す
るための方法を提供し、方法は、１）個人に測定ステーションを提供するステップを備え
、測定ステーションは、自動的にかつ個人以外の人からの入力なしに、個人の各々の目か
らの波面収差の他覚的測定を得て、波面収差の他覚的測定から、測定される円柱度数およ
び円柱軸を判断し、波面収差の他覚的測定からの判断された円柱度数および円柱軸に従う
複数のレンズを矯正モジュールに入れて個人が通し見て視力表を読み、かつ自覚的屈折を
通して各々の目の焦点度数を判断するように構成され、自覚的屈折は複数の屈折矯正に対
する個人からの自覚的応答に基づき、方法はさらに、２）矯正データを生成してそれから
レンズを製造するステップと、３）レンズを製造する、または矯正データに適切な既製品
レンズの組を選択するステップと、４）レンズをフレームに嵌めて仕上がったサングラス
を生産するステップと、５）仕上がったサングラスを個人に提供するステップとを備える
。
【００２１】
　本発明のまた他の実施形態は、個人以外の人からの必要な介入のない自動データ獲得の
ために構成される、処方箋サングラスまたは眼鏡のためのキオスクシステムを提供し、キ
オスクシステムは、目の収差の他覚的測定を与えるための波面検知モジュールを備え、波
面検知モジュールは、瞳孔両端での波面スロープを測定し、かつ０．２５Ｄよりも微細な
分解能で少なくとも円柱軸および円柱度数を含む目の波面収差を判断し、キオスクシステ
ムはさらに、個人が通し見るための複数の屈折矯正を提示するための視覚矯正モジュール
を備え、複数の屈折矯正は、判断された波面収差に従う円柱度数および円柱軸ならびに個
人によって手動で制御される複数の焦点度数矯正を含み、キオスクシステムはさらに、複
数の焦点度数矯正下で目の視力を判断するための視力表と、複数の焦点度数矯正のための
矯正モジュールを通して視力表を読む際の個人からの結果を受付けるマンマシンインター
フェイスモジュールと、カスタムレンズを製造するレンズ作製者にまたは既製品レンズの
倉庫にデータを通信するためのエクスポートモジュールとを備え、通信されたデータは、
各々の目の測定される円柱度数、円柱軸、および焦点度数と、データ検討のための波面モ
ジュールの記録と、複数の焦点度数矯正のための矯正装置を通して視力表を読む際の個人
の結果と、のうち１つを含む。
【００２２】
　発明の別の実施形態では、眼科用レンズを生産するための製造の方法が提供され、方法
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は、自動化された製造の方法を含む。第１のステップで、波面収差および焦点度数レンズ
を含む矯正データが測定ステーションによってレンズ作製者に送信され、レンズ作製者に
よって受信される。第２のステップで、半仕上げ半製品がレンズ作製者によって選択され
る。第３のステップで、半仕上げ半製品がレンズ作製者のところにあるレンズ表面仕上げ
システムに置かれる。第４のステップで、測定ステーションから受信される矯正データお
よび半仕上げ半製品のわかっている屈折性の組に基づいて、半仕上げ半製品の表面が表面
加工されて、作製されたレンズを製作する。第５のステップで、作製されたレンズの屈折
度数をレンズメータで測定して屈折度数と矯正データとの間の屈折誤差を判断する。最後
のオプションのステップで、作製されたレンズの測定される円柱度数および矯正データの
円柱度数が０．０１Ｄから０．０８Ｄの間の公差内になるまで、判断された屈折誤差に基
づいて、作製されたレンズの表面が再加工される。
【００２３】
　発明の好ましい実施形態の以下の詳細な説明から、本発明のさまざまな目的、特徴、局
面、および利点がより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１ａ】本発明の１つの実施形態に従う、目の自動化された測定される矯正およびサン
グラスまたは眼鏡の提供のための方法のフローチャートである。
【図１ｂ】本発明に従う、目の屈折矯正を判断するための方法のフローチャートである。
【図２】屈折矯正を全く行なわない、２０／２０よりも良好な自覚的視力を有する正視眼
の収差を示す図である。
【図３】屈折矯正を全く行なわない、２０／２０よりも良好な視力を有する正視眼のため
の合計収差の異なる収差の部分を示す図である。
【図４】本発明に従う目の屈折矯正を判断するための方法のフローチャートである。
【図５】本発明に従う眼科用レンズを示す図である。
【図６】本発明に従う目の屈折矯正をプレビューするための方法の図である。
【図７】本発明に従う目の自覚的屈折のためのフォロプターを示す図である。
【図８】本発明に従う目の自覚的屈折のための別のフォロプターを示す図である。
【図９】本発明に従う顕性屈折のための改良された方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　好ましい実施形態の詳細な説明
　開示される発明の実施形態をここで詳細に参照する。そのうちの１つ以上の例を添付の
図面に示す。各々の例は本技術の限定としてではなく、本技術の説明のために与えられる
。実際に、本技術の意味および範囲から逸脱することなく、本技術の修正および変形を行
なえることが当業者には明らかであろう。たとえば、１つの実施形態の一部として示され
るまたは記載される特徴を、またさらなる実施形態を生じるように、別の実施形態ととも
に用いてもよい。このように、本主題は、添付の請求項およびそれらの均等物の範囲内に
入るような修正および変形をカバーすることが意図される。
【００２６】
　目の自動化された測定
　本発明は、視力が２０／２０以上の個人の視覚矯正すら可能にするサングラスおよび眼
鏡を提供する、自動化された方法、装置、およびシステムに向けられる。本発明は、非常
に典型的には光学的矯正を与えないレンズを有するサングラスが「既製品として」販売さ
れる場合に正視眼の視覚矯正用のサングラスを提供するので、特に革命的である。サング
ラスは最も典型的には屈折矯正を与えないが、サングラスは紫外線に対する保護および明
るい光による目の不快感からの保護を与えるので重要である。現在のサングラスは典型的
に、眩しさを低減するための偏光、ならびに奥行き知覚の向上のための茶色および色忠実
度のための灰色などのさまざまなレンズの色などのオプションも与える。本発明は任意の
形状のフレームに適用可能であり、特に、包み込む形状のサングラス（またはゴーグル）
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に適用可能である。というのも、レンズは角膜に平行でないので、そのような構成につい
ては視覚の矯正が重要だからである。このように、サングラスの販売に対する現在の方策
とは反対に、本発明は、視力が２０／２０以上の個人または視覚矯正のためにコンタクト
レンズを装着する個人においてすら、向上した視覚矯正を可能にするサングラスを提供す
る自動化された方法、装置、およびシステムに向けられる。
【００２７】
　正視は、無限遠にある対象が、中立のまたは弛緩した状態の目の水晶体に焦点がしっか
り合っている視覚の状態として定義される。正常な目のこの状態は、角膜および水晶体の
屈折度数と目の軸方向長さとが釣り合うと達成され、これは、光線を目の網膜上に正確に
焦点合わせし、その結果、完璧な視覚となる。正視の状態の目は矯正を必要としない。し
かしながら、正視眼は実際には完璧ではない。たとえば、図２および図３は、２０／２０
から２０／１０の間の正視眼についての光学的不備が存在することを実証する。さらに、
サングラスは正視者についての付加的な課題を与える。たとえば、暗くされたレンズによ
る低減された光レベルは、明るい光から曇ったまたは暗くされた状態への遷移で起こり得
るように、問題を生じる可能性がある。
【００２８】
　さらに、発明者は、２０／１０または２０／１２の視力の目の乱視（円柱誤差）が、目
によっては、波面収差計によって測定されるような０．６０Ｄ程度に大きくなる可能性が
あること、ならびに２０／１０および２０／１２の目の乱視を矯正することがサングラス
についての大きな医学的利点を示したこと、を示す付加的な臨床データを収集した。奥行
き知覚と同様に、明るさとコントラストとの両者が向上したことが見出された。発明者は
、焦点誤差および円柱誤差（乱視）の両方が重要であることを示す、視力が２０／２５、
２０／２０、または２０／１６である個人のより多くの臨床データも収集した。視力が２
０／２５、２０／２０、または２０／１６である目の乱視は、波面収差計で測定されるよ
うに、目によっては１．０Ｄ程度に大きくなる可能性があり、視力が２０／２５、２０／
２０、または２０／１６である目の、目の焦点誤差および乱視を矯正すると、視力をライ
ン２本から４本分向上させることができ、明るさ、コントラスト、および奥行き知覚が向
上する。
【００２９】
　図１ａは、本発明の１つの実施形態に従う、目の自動化された測定される矯正、ならび
に個人へのサングラスまたは眼鏡の提供のための方法のためのフローチャートを示す。ス
テップ１で、測定ステーションまたはキオスクが設けられる。測定ステーションまたはキ
オスクは好ましくは、１）個人が座るのに快適な場所と、２）目の収差の他覚的測定を与
えるための波面検知モジュールとを備え、波面検知モジュールは、瞳孔両端での波面スロ
ープを測定し、かつ０．２５Ｄよりも微細な分解能で少なくとも円柱軸および円柱度数を
含む目の波面収差を判断し、さらに測定ステーションまたはキオスクは、３）個人が通し
見るための複数の屈折矯正を提示するための視覚矯正モジュールを備え、複数の屈折矯正
は、判断される波面収差に従う円柱度数および円柱軸ならびに個人によって手動で制御さ
れる複数の焦点度数を含み、測定ステーションまたはキオスクはさらに、４）複数の焦点
度数矯正の下で目の視力を判断するための視力表と、５）個人が測定ステーションと通信
し、複数の焦点度数矯正について矯正モジュールを通して視力表を読む際の個人からの結
果を受付け、かつオプションで個人から配送情報を受付けるマンマシン入力モジュールと
、６）カスタムレンズを製造するレンズ作製者とまたは既製品レンズの倉庫とデータを通
信するためのエクスポートモジュールとを備え、通信されるデータは、各々の目の測定さ
れる円柱度数、円柱軸、および焦点度数、データ検討のための波面モジュールの記録、ま
たは複数の焦点度数矯正について矯正装置を通して視力表を読む個人からの結果のうち少
なくとも１つを含み、測定ステーションまたはキオスクはさらに、７）オプションで、選
択されたサングラスフレームを着用したおよび／または着用していない個人の写真を撮る
ための画像モジュールと、８）オプションで、個人から支払情報を受付けるための電子支
払モジュールとを備える。
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【００３０】
　測定ステーション１１０は、１）個人の各々の目からの波面収差の他覚的測定を得るこ
とによって個人以外の人からの介入なしにデータを自動的に獲得し１１１、２）波面収差
の他覚的測定から、測定される円柱度数および円柱軸を判断し１１２、３）判断された円
柱度数および円柱軸に従う複数のレンズを矯正モジュールに入れて個人が通し見て視力表
を読み１１３、４）個人が、矯正装置の焦点度数を手動で調整しかつ複数の焦点度数につ
いての分解能目標を読めるようにし１１４、５）矯正モジュールを通して視力表を読む際
の個人からの結果を受付け１１５、かつ６）オプションで、個人以外の人による検討のた
めに電子媒体を介してデータを送信する１１６、ように構成され、送信されるデータは、
ａ）個人の各々の目からの波面収差の得られた他覚的測定についての記録と、ｂ）複数の
焦点度数について矯正装置を通して視力表を読む際の個人の結果と、のうち少なくとも１
つを含む。
【００３１】
　加えて、測定ステーションは、自覚的屈折を通して各々の目の焦点度数を判断するよう
に構成され、自覚的屈折は、測定ステーションが複数の焦点度数に対する個人からの自覚
的応答を受けること１２０に係る。
【００３２】
　本発明の測定ステーションは、波面測定に従う円柱矯正の下で焦点度数を判断する。円
柱度数および円柱軸は両者とも、自覚的焦点度数に対して影響を有する。波面測定に従っ
て円柱度数および円柱軸を判断することの利点は、自覚的屈折を測定するのに当該技術分
野で典型的に用いられる２つの独立ノブを排除することを含む。これは、現行技術の矯正
後の視覚の品質を与える。というのも、目は、目の波面収差の他覚的測定に従って乱視が
ないからである。目は異なる焦点に対応して、過剰矯正および矯正不足を回避する完璧な
焦点度数を確実にすることができるので、焦点度数は自覚的に判断されなければならない
。
【００３３】
　本発明の自動化された測定ステーションは上述の多数の利点を与え、付加的な利点を与
える。伝統的な屈折矯正は、焦点、円柱度数、および円柱角の少なくとも３つのパラメー
タについて自覚的屈折を要件とし、これらのパラメータはほとんどの場合、検眼士または
眼鏡業者などの専門家によって測定される。取られた測定はしばしば複雑である。なぜな
ら、伝統的な機器は視覚最適化のための３つの独立したノブを有するからである－このよ
うに、そのような測定および計測を自動化することができない。しかしながら、本発明の
方法および装置は自動化することができる。なぜなら、円柱角および円柱軸は、波面収差
計を介して他覚的に精密に判断されるからである。従来の自動屈折検査が、焦点誤差、円
柱誤差（円柱度数および円柱軸）、球面収差、コマ、および目の多数の他の高次収差によ
って生じる画像のかすみを区別することができないことが周知である。可能な限り鮮明な
画像について人の視覚が従来の自動屈折計で最適化されると、目の円柱度数および円柱角
の判断は、リアルタイム焦点誤差（目の調節）および目の他の収差、すなわち球面収差お
よびコマ、によって影響される。従来の自動屈折計とは異なり、波面収差計は、波面セン
サを通して独立して目のすべての収差を測定する。目の円柱度数および円柱軸の測定はこ
のように、調節などの目のリアルタイム焦点誤差によって、または球面収差、コマ、およ
び多数の他の高次収差によって影響されない。波面収差計は、前例のない精密さで円柱角
および円柱度数を与えるので、従来の顕性屈折においてのような自覚的検証の必要なく、
それらを最終的な円柱度数および円柱軸として用いることができる。加えて、目は異なる
距離に対応しなければならないので、任意の目の焦点度数を自覚的に判断しなければなら
ない。目の屈折は１つのノブしか要件とせず、これは測定ステーションにいる個人の患者
によって操作可能である。
【００３４】
　本発明の測定ステーションの一部である波面センサは、指令により自動的に実行するこ
とができ、従来の自動屈折計とは異なり、これは、独立した検討のために波面センサ画像
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を提供することができるので、所望により光学専門家などの個人が後で波面測定を検証す
ることができる。矯正レンズを作製するのに目の円柱度数および円柱角の自動測定を用い
る場合、いくつかの実施形態では、試験される個人以外の人による独立した検証を有する
ことが好ましい。波面画像およびそれらの分析は、別の個人が円柱角および円柱度数の自
動測定が受入れ可能か否かを判断するように直接の証拠を与える。従来の自動屈折計は、
独立した検証に必要な情報を有していない。加えて、目の焦点度数の検証および判断のた
めには、別の個人が複数の焦点度数について自覚的視力を検討することが好ましい。そう
でない場合、目は異なる焦点度数に対応することができるので、最良の視力のみに基づい
て試験対象の個人が判断する焦点度数が過剰矯正に繋がり、遠視に繋がってしまう可能性
がある。いくつかの実施形態では、本発明の方法は、試験対象の個人以外の人が測定ステ
ーションから送信されるデータを検討できるようにすることと、個人が測定ステーション
へ遠隔にフィードバックデータを送って、自動測定の任意の誤差を補正するまたは自動測
定を微調整できるようにすることとをさらに備える。
【００３５】
　本発明の測定ステーションは付加的な機能性も与えてもよい。たとえば、測定ステーシ
ョンは、考慮のために、物理的サンプルまたは仮想サンプルのいずれかであるサングラス
フレームまたは眼鏡フレームの選択肢（異なるスタイルおよび／またはサイズおよび／ま
たは色）を個人に提示してもよい。さらに、測定ステーションは個人のデジタル写真を撮
ってもよく、これにより個人は、測定ステーションが個人に与えるデジタル画像を用いて
、異なるフレームスタイル、サイズ、および色を「仮想で」試すことができる。さらに、
与えられるデジタル画像は、見た目およびファッションとは別の目的を果たしてもよい。
たとえば、写真を撮る別の利点は、眼鏡のフレームが個人の顔の上に位置決めされるので
、レンズが、－多かれ少なかれ個人の顔および選択されるフレームに一意に依存して－目
に対して位置決めされることである。選択されるフレームスタイルおよびサイズについて
の情報と組合せた個人の顔写真を撮ることにより、測定ステーションに関連付けられるソ
フトウェアが個人の目の瞳孔とレンズの光心との整列を最適化できるようになる。測定ス
テーションに関連付けられ得る他の機能性は、測定ステーションが個人から支払を受付け
ること、（本発明の方法によって判断されるような、たとえば付加的な視覚矯正を有する
処方箋に従う視覚矯正を与えるように）個人の処方箋を受付けること、個人から配送（た
とえば発送）情報を受付けること、ならびにサングラスを２焦点、３焦点、およびプログ
レッシブレンズとして作ることができるように、老眼の個人の近見のための焦点度数を受
付けることを含む。
【００３６】
　図１ａの別のステップで、測定ステーション１１０によってまたは測定ステーションと
通信するコンピュータによって、測定される波面収差および焦点度数（矯正データ）に基
づく矯正データが生成される。次に、別のステップで、（デジタル画像、処方箋、支払、
配送、および／または任意の他の関係のデータなどの他のデータとともに）矯正データ１
３０が、測定ステーション（または測定ステーションと通信するコンピュータ）から電子
媒体を介してレンズ作製者に送信される。
【００３７】
　レンズ作製者は、手作業でのレンズ作製者であってもよく、または自動化されたレンズ
作製者であってもよい。本明細書中では、レンズ作製の説明を、「屈折矯正のための高精
密円環体レンズ」と題されたセクションで、図５の説明に関連して行なう。本質的に、レ
ンズは、成形（molding）または機械加工またはその２つの組合せによって製造される１
４０。たとえば、半完成レンズ半製品は、ある範囲の矯正を与える「一般的」レンズであ
り、次に典型的に、個人のための矯正データ（または処方箋）に基づいて精密な仕様にカ
スタムで仕上げられる。本発明は、自動化、半自動化、または手作業レンズ作製者にデー
タを送信することを企図し、この場合、レンズは、測定ステーションがレンズ作製者に送
信する矯正データに少なくとも基づいて製造される。レンズを作製することに加えて、レ
ンズ作製者は、サングラスまたは眼鏡のフレームにレンズを嵌めることがある１５０。最
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終的に、仕上がったサングラスまたは眼鏡が個人に提供される１５０。製造ステップおよ
び嵌めるステップと同様に、仕上がったサングラスまたは眼鏡を個人に提供することは、
たとえば、個人が与える、測定ステーションに入力される、またはそれ以外のやり方で個
人が提供する配送情報に基づく自動化されたプロセス、半自動化されたプロセス、または
手動プロセスであってもよい。
【００３８】
　目の屈折矯正を判断するための改良された方法
　図１ｂは、図１ａのステップ１１１、１１２、および１２０に従う、目の波面収差の他
覚的測定および目の焦点誤差の自覚的測定に基づいて目の屈折矯正を判断するための改良
された方法のフローチャートを示す。この改良された方法は、最適化された乱視のない屈
折矯正の発生を可能にするので、正常な人の目の大多数が、従来の２０／２０の代わりに
２０／１０という視力を達成することができ、かつこの改良された方法は、矯正され向上
した視覚を有する、視力が２０／１０の個人すらももたらす。
【００３９】
　第１に、ステップ１０で、目のすべての収差の他覚的測定を得る。この場合、すべての
収差が波面収差Ｗ（ｘ，ｙ）で表現される。第２に、ステップ１１で、測定された焦点誤
差および円柱誤差の除去を通じて目の視覚を最適化することによって、得られた波面収差
から他覚的な球面円柱矯正を判断する。他覚的な球面円柱矯正は、焦点誤差、円柱度数、
および円柱軸を備える。第３に、ステップ１２で、自覚的屈折を通して目の焦点誤差を得
る。この場合、自覚的屈折は、複数の屈折矯正に対する自覚的応答に基づいて目の視覚成
績を測定することを含む。最後に、ステップ１３で、他覚的に判断された円柱度数と、他
覚的に判断された円柱軸と、自覚的に判断された焦点誤差とを組合せることによって、眼
科用レンズまたは屈折手順のための屈折矯正データが生成される。
【００４０】
　記載される方法は、従来の視覚矯正と比較して多くの利点を有する。第１に、ちょうど
目の球面収差およびコマなどの他の高次収差のように、０．０２５Ｄ程度に低い目の円柱
誤差を精密に判断することができる。なぜなら、屈折プロセスは、フォロプター中の限ら
れた円柱レンズと、試験対象の被験者による、異なる円柱矯正の間の微細な差についての
自覚的フィードバックと、実務者が用いる自覚的最適化策とに依存しないからである。第
２に、円柱軸を精密に判断することができ、かつ目の算出される画像品質から円柱軸の誤
差の公差を判断することができる。最後に、視覚の最適化は、顕性屈折における特定的な
状況にもはや限られない。代わりに、仮想最適化を適用して、屋外視覚、室内視覚、およ
び暗視の視覚シミュレーションを用いることにより、異なる瞳孔サイズでの視覚の異なる
状態を考慮することができる。
【００４１】
　ウィリアムズ（Williams）およびリャン（Liang）による米国特許第５，７７７，７１
９号に記載のような波面収差計を用いた他覚的波面屈折に対して、記載の方法は、他覚的
屈折を用いた目の焦点誤差の測定という課題にも対処する。波面収差計のような他覚的波
面センサは焦点誤差を正確に測定することができるが、２つの理由により、測定された焦
点誤差が目の遠視にとって最良であることを保証することができない。第１に、人の目は
、異なる見える距離で水晶体によって焦点度数を変更することが公知であり、これは調節
とも呼ばれている。他覚的波面センサは、１つの特定の調節状態で目の焦点度数を測定す
ることしかできない。第２に、他覚的収差計のような他覚的波面センサは、他覚的屈折の
際に患者が快適なままであることを確実にするように、しばしば赤外スペクトル中の光の
１つの特定の波長で目の焦点誤差を測定することしかしない。調節遠点について目の最良
の焦点を判断するためには、知覚についての色収差を考慮しなければならない。したがっ
て、他覚的屈折計から得られる焦点誤差は、測定される目の約２０％についてしか、＋０
．１２５Ｄ内の調節遠点についての真の焦点誤差であることができない。
【００４２】
　目の約４０％は、他覚的屈折計から導出される焦点誤差に基づく矯正不足であり、これ
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は、２０／２０を下回る視力に繋がってしまう。同時に、別の４０％は、他覚的屈折計か
ら得られる焦点誤差に基づいて過剰矯正され、これは、屈折矯正後の遠視に繋がってしま
う。本発明に従ってここで論じる、屈折矯正を判断するための改良された方法は、自覚的
な方策を用いて他覚的屈折計からの焦点誤差を改定し、こうして目の調節遠点の最適化さ
れた屈折のために調節および色収差の両方を考慮する。
【００４３】
　屈折矯正を判断するための記載の改良された方法は、眼科用レンズを作る前であっても
、ステップ１４のように、視覚矯正のプレビューをさらに含むことができる。視覚の予測
は、視力表の渦巻き網膜画像、算出された変調伝達関数、算出された点広がり関数、およ
び夜間症状のシミュレーションを含んでもよい。特定的な屈折矯正を受付けるまたは選択
するために、算出された視覚成績を患者および実務者に示すことができる。
【００４４】
　屈折矯正を判断するための記載の改良された方法は、あらゆる目についての最適化され
た乱視のない屈折を可能にする。目の円柱誤差の完璧な矯正は、矯正された目の視力に対
して大きな影響を及ぼすことができる。図２は、２０／２０よりも視力がよい、２００超
の目の円柱誤差および合計収差を示す。すべての試験された目は、屈折矯正の全くない生
来の正視である。各々の目の円柱誤差および合計収差は他覚的波面センサで測定され、視
力の自覚的測定の際に各々の目毎に瞳孔サイズに基づいて算出される。視力測定の瞳孔サ
イズは２．５ｍｍ～４．５ｍｍの範囲にわたり、平均瞳孔サイズは３．７ｍｍである。図
２中のエラーバーは、測定された母集団についての１つの標準偏差である。
【００４５】
　図２に見られるように、他覚的に測定された円柱誤差と自覚的に測定された視力とは相
関する。さらに、円柱誤差が自覚的視力を判断する際の支配的な要因であることが明らか
である。
【００４６】
　図３は、生来正視である目の視力についての円柱誤差の重要性も強調する。図３は、未
公開の臨床研究における４つの視力グループ中の正視眼についての合計収差の異なる収差
の平均的割合を示す。視力試験では、円柱誤差が正視眼の全収差の６０％～８０％を占め
ることがわかる。コマは１０％～２０％のはるかにより小さな寄与を有する一方で、球面
収差による視力に対する影響は無視できる程度である。
【００４７】
　図２および図３のデータから、目の円柱誤差を矯正する際の品質が自覚的視力に大きな
影響を有すると結論付けることは難しくない。２０／１０または２０／１２という視力は
通常、円柱誤差の単なる完璧な矯正によって達成可能である。夜間の視覚に重要ではある
ものの、コマ、球面収差、および他の高次収差の付加的な矯正は、大多数の正常な人の目
にとって視力に対して無視できる程度の影響しか有しない。
【００４８】
　目の円柱誤差の完璧な矯正は、目の円柱誤差の測定および明確化を要件とする。したが
って、たとえば０．０２５Ｄなど、従来の０．２５Ｄという分解能よりもはるかに微細な
円柱度数を特定することが必要である。
【００４９】
　他覚的測定で円柱軸を記録することも重要である。円柱軸を記録するための１つの実施
形態は、円柱誤差の他覚的測定が行なわれている間に目のデジタル写真を記録することで
ある。デジタル写真を後に用いて、目における眼科用レンズの載置を補助する、または眼
科用レンズの適切な向きを確認することができる。
【００５０】
　屈折矯正を判断するための記載の方法は、高度なレンズ作りのための本願にも記載され
る革新と組合されると、従来の顕性屈折に基づく視覚矯正のための従来の方法よりも視機
能で優れている乱視のないカスタマイズされた屈折矯正を可能にする。
【００５１】
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　本発明の１つの実施形態では、乱視のないカスタマイズされた屈折矯正を得るための方
法は以下のようなステップを備える。第１に、目の波面収差が他覚的に得る。この場合、
波面収差は、目の焦点誤差、乱視、コマ、および球面収差を含む。他覚的に目の波面収差
を得ることは、ウィリアムズおよびリャンによる米国特許第５，７７７，７１９号に記載
のような他覚的収差計のような装置を用いて目の波面収差を測定することによって達成可
能である。第２に、他覚的に得られた波面収差から円柱度数および円柱軸を判断する。円
柱度数についての分解能は、たとえば０．０２５Ｄなど、０．２５Ｄよりも微細でなけれ
ばならない。判断された円柱度数の仕様は、０．０１Ｄ～０．１Ｄの間の分解能を有する
。円柱軸も精密に判断しなければならない。第３に、自覚的屈折を通して目の焦点度数を
判断する。自覚的屈折は、測定ステーションまたはキオスクによって個人の患者に提示さ
れるフォロプターの使用を通して達成可能である。第４に、他覚的に判断される円柱度数
および円柱軸と自覚的に判断される焦点度数とを組合せることによって、眼科用レンズの
ためまたは屈折手順のための屈折処方箋が生成される。第５に、判断される円柱度数、円
柱軸、および焦点度数に最も密に相関する予め作られたレンズが、そのようなレンズの在
庫から選択されるか、または高精密円柱度数を有する生成された高精密屈折矯正に基づい
て、カスタマイズされた眼科用レンズが作製される。好ましい実施形態では、円柱度数は
たとえば０．０２５Ｄなど、０．２５Ｄよりも微細な分解能を有し、公差は０．０１Ｄ～
０．０５Ｄの間である。加えて、屈折矯正は、波面収差から判断される球面収差をさらに
含むことができる。いくつかの目で球面収差を低減すると、眩しさおよびかすみなどの公
知の夜間の症状を有する目にとっては特に、夜間の視覚を向上させることができる。
【００５２】
　図１ｂの別の実施形態における、目の焦点誤差の完璧な矯正のための簡略化された方法
を図４に示す。この実施形態は、球面収差およびコマなどの高次収差を測定することには
係らない。第１に、ステップ４１で、自覚的応答全くなしに、他覚的手順を用いて目の円
柱誤差を判断する。円柱誤差を判断する際の向上した精度のために、ステップ４１の他覚
的手順は、２．５ｍｍ～４ｍｍの瞳孔の瞳孔サイズの目の屈折性を測定すること、および
複数の独立した他覚的測定値についての平均測定値を取ることに係ってもよい。第２に、
ステップ４２で、複数の屈折矯正に対する自覚的応答に基づいて目の視覚成績を測定する
自覚的屈折を通して、目の焦点誤差を判断する。第３に、ステップ４３で、判断された円
柱屈折誤差と判断された焦点誤差とを組合せることよって、眼科用レンズを選択するまた
は製造するのに用いられる矯正データが生成される。この場合、円柱誤差は、たとえば０
．０２５Ｄなど、伝統的な０．２５Ｄよりも小さい、より微細な分解能を有する。
【００５３】
　屈折矯正のための高精密円環体レンズ
　従来の顕性屈折における限界のために、今日の眼科用レンズは０．２５Ｄという円柱度
数分解能で作られる。現実の眼鏡レンズを用いた人の目の乱視の矯正はさらに複雑である
。なぜなら、レンズは現実に、低度数レンズについての＋０．０９Ｄから高度数のレンズ
についての＋０．３７Ｄまで、比較的大きな公差で作られるからである。したがって、乱
視のないカスタマイズされた屈折矯正のための眼鏡レンズを、より高度な技術を用いて作
らなければならない。
【００５４】
　図１ａは、測定ステーションによって生成されかつ送信される矯正データに基づいてレ
ンズを製造するステップを提供する。今日の眼鏡レンズは、レンズ成形またはコンピュー
タ制御された旋盤を用いるレンズ機械加工のいずれかを用いて作られる。通常の屈折範囲
（－６Ｄ～＋６Ｄの間の球面度数）の大多数の眼鏡レンズについては、レンズは典型的に
まとめて成形され、研究室またはレンズ店に備えられる。２つのレンズ型が必要であり、
一方の型は形状が球面または非球面であるベースカーブを有し、他方の型は、眼鏡レンズ
が円柱度数を有していれば円環形状を有する。屈折度数が通常の範囲を超えるレンズにつ
いては、レンズは通常、まとめて成形されかつ工場に備えられる半完成レンズ半製品から
作製される。半完成レンズ半製品は、球面または非球面カーブの仕上げベース面と、レン
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ズ処方箋およびベース面の屈折力に基づいて表面加工される頂部処方箋または機械加工可
能面とを含有する。作製されたレンズが円柱度数を有する場合、頂面は円環形状を有する
。
【００５５】
　円柱度数を有する成形レンズおよび機械加工レンズの両方について、仕上がったレンズ
は、形状が球面または非球面のベースカーブと、円柱度数を有するカスタムレンズについ
ては形状が円環の処方箋または機械加工可能カーブとからなる。ベースカーブはしばしば
５～８つの可能な表面形状のうち１つに設定される一方で、処方箋または機械加工可能面
は、組合されたレンズが従来の０．２５Ｄという分解能を有する球面度数および円柱度数
の異なる組合せを矯正するように、数百のカーブのうち１つの形状を取れなければならな
い。
【００５６】
　０．２５Ｄの代わりに０．０２５Ｄという微細な円柱分解能を有する眼鏡レンズについ
ては、製造者は、１つの円環面を有する従来のレンズ形状を用い続ける場合は、１０倍多
くの処方箋カーブを必要とするであろう。理論上は可能であるが、１つの円環面を用いて
乱視のない矯正のためのカスタムレンズを作ることは、必要となるであろう膨大な数の型
のために、ひどく高価となるであろう。
【００５７】
　図５は、乱視のないカスタマイズされた屈折矯正のための、本発明に従う新規の眼鏡レ
ンズを示す。本発明の１つの実施形態では、レンズは、従来のレンズで用いられる伝統的
なベースカーブの修正版である円環面５１を備える。０．２５Ｄを下回る分解能で円柱度
数を微調整するために、少量の円柱度数（＜０．２５Ｄ）を伝統的なベースカーブに加え
ることができる。他方の円環面５２は、０．２５Ｄの分解能で０．００Ｄ～６．００Ｄの
範囲にわたる円柱度数を有する従来の円環体レンズを作るのに用いられるのと同じであり
得る。ベースカーブと処方箋または機械加工可能カーブとの両方は、ちょうど従来の円環
体レンズのような斜乱視を低減するための非球面特性も有することができる。
【００５８】
　０．０２５Ｄ程度に微細な円柱度数を微調整するのに２つの実施形態を用いることがで
きる。実施形態の一方は、２つの円柱軸間の角度を調整し、それにより０．０２５Ｄ程度
に微細な円柱度数分解能を達成する、ベースカーブでの０．２５Ｄまたは０．１２５Ｄの
固定された円柱度数に基づいている。他方の実施形態は、ベースカーブおよび処方箋カー
ブからの円柱度数を組合せて、これにより０．０２５Ｄ程度に微細な円柱度数を達成する
、各々のベースカーブ毎の複数の円柱度数（０．０２５Ｄ、０．０５Ｄ、０．０７５Ｄ、
０．１０Ｄ、０．１２５Ｄ、および０．２Ｄ）に基づいている。第２の実施形態では、設
計される円柱度数を達成するように２つの円環面の軸を一致させる、または円柱度数のさ
らなる調整のために僅かに異なるようにすることができる。
【００５９】
　両者が円柱度数を有する２つの円環面を有するレンズを製造するには、２つの円柱軸の
向きを制御して所望の円柱度数を達成することが重要である。眼鏡レンズが２つの円環型
を用いて成形される場合、各々の型は機械読取可能マークを有することができる。２つの
型は、ともに合わされてレンズを成形するための空洞を形成する前にそれらの円柱軸上で
整列されなければならない。２つの円環面についてレンズが機械加工される場合、半完成
半製品は、仕上げ面の円柱軸を示す機械読取可能マークを含有することができる。機械加
工面の円柱軸は、予め仕上げられた表面の軸に対して精密に制御されなければならない。
【００６０】
　別の実施形態では、図５の眼科用レンズを、目の球面収差の矯正のために中心視野にお
いて球面収差を誘導するようにさらに構成することができる。これは、光軸の周りに非球
面成分を有する２つの円環面のうち１つを形作ることによって達成可能である。
【００６１】
　図５の眼科用レンズを、低減された軸外ザイデル収差のために、光軸から離れる非球面
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形状を有するようにさらに構成することができる。これを、２焦点レンズまたはプログレ
ッシブレンズ向けに構成することもできる。
【００６２】
　円環面の円柱軸を配置することによる円柱度数の制御
　微細な分解能の円柱度数は、粗い度数を有する２つの円環面の円柱軸を配置することに
よって達成することができる。本発明に従うと、方法は２つの円環面を要件とし、２つの
面のうち一方は１つの方向ΦA1に支配的な円柱度数を有する一方で、他方の面は異なる向
きΦA2に小さなバイアス円柱度数を有する。２つの円柱軸同士の間の角度はαによって測
定される。
【００６３】
　組合された円柱度数を分析式で表現することができる。
【００６４】
【数１】

【００６５】
　ＳＱＲＴは平方根の数学演算子である。組合された円柱度数ΦＡは、２つの円柱軸同士
の間の角度に依存して、（ΦA1－ΦA2）と（ΦA1＋ΦA2）との間である。一例では、支配
的な円柱度数ΦA1が１．０Ｄという円柱度数を有しかつバイアス円柱度数が０．１２５Ｄ
であれば、これらの２つのベース円柱度数を用いて、０．８７５Ｄ～１．１２５Ｄの間の
微細な分解能の任意の円柱度数を得ることができる。別の例では、０．２５Ｄというベー
スバイアス円柱度数と、０．２５Ｄ、０．７５Ｄ、１．２５Ｄ、１．７５Ｄ、２．２５Ｄ
、２．７５Ｄ、３．２５Ｄ、３．７５Ｄ、４．２５Ｄ、４．７５Ｄ、５．２５Ｄ、５．７
５Ｄという１２のベース支配的円柱度数とを用いて、０．２５Ｄよりも微細な分解能を有
する０．００Ｄ～６．００Ｄの間の任意の円柱度数を達成する。
【００６６】
　異なる円柱軸に配置される２つの円柱要素を用いて円柱度数を有するレンズを作ること
に関連付けられる少なくとも３つの利点が存在する。第１に、２つの円柱軸の相対的な向
きを配置することによって高分解能調整可能円柱度数を達成することができる。製造プロ
セスでは、２．５度内に２つの円柱軸を制御することは、０．０２Ｄ内の表面形状の精密
な制御と比較して、比較的容易である。第２に、限られた数のベース型しか必要でないの
で、円柱度数の微細な分解能の円柱レンズを作ることが劇的に簡略化され、低コストとな
る。第３に、１つのバイアス度数またはほんの２、３のバイアス円柱度数を有するすべて
のレンズを作製することによって、高速のプロセスを達成することができる。次に、ちょ
うど限られた数の円柱度数を有する従来のレンズのように、高品位レンズをカスタムで製
造することができる。２つの円柱軸同士の間の相対的な角度にのみ注意を払う必要がある
。
【００６７】
　さまざまな向きに２つの円柱度数を配置すると、ベース球面度数に対する可変の焦点オ
フセットを生じさせることに言及しなければならない。誘導される球面度数は
【００６８】
【数２】

【００６９】
として表現することができ、式中、ΦA1、ΦA2、およびΦＡはそれぞれ、支配的円柱度数
、バイアス円柱度数、および組合せ円柱度数である。合計焦点変化は２つの円柱軸同士の
間の角度に依存し、２つの円柱軸同士の間の角度の全範囲が９０度である場合は、バイア
ス円柱度数程度に大きくなり得る。焦点のオフセットのために、０．２５Ｄという分解能
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を有する従来のレンズを作るのには、この円柱制御方法を用いることができない。
【００７０】
　バイアス円柱度数が０．２５Ｄ未満である場合、眼鏡レンズの焦点変更には、２つの異
なるやり方で対処可能である。第１に、大きな調節範囲を有する目については、式（２）
の焦点変更を合計球面度数に因数分解することができる。第２に、調節を全くまたはほと
んど有しない目については、式（２）中の誘導される焦点オフセットを低減するには、１
つよりも多くのバイアス度数が必要である。この場合、組合せ円柱度数を微調整するには
、５～１０のバイアス度数が必要となることがあり、小さな角度範囲を用いてもよい。
【００７１】
　円柱度数を精密に制御したレンズを作ることに加えて、記載の２つの円柱度数を配置す
る方法は３つの他の適用例を有する。第１に、バイアス円柱度数および支配的円柱が製造
誤差を有することがわかっていても、円柱度数の精密な制御を達成可能である。バイアス
および支配的円柱度数の誤差を排除するために、補償角を算出することができる。第２に
、記載の原則を用いて、乱視のないカスタム視覚矯正のプレビューのための改良されたフ
ォロプターを構築することができる。第３に、カスタマイズされた人工水晶体を作るのに
もこの方法を用いることができる。
【００７２】
　カスタマイズされた高精密円環体レンズを作るための閉ループ法
　乱視のない屈折矯正のためのカスタマイズされた眼鏡は、今日の研究室で既存の技術を
用いて製造することができない。なぜなら、今日の眼鏡レンズは、０．２５Ｄという粗い
分解能および搭載眼鏡レンズの光学的性質についての公差の英国標準（ＢＳ２７３８－１
：１９９８）に図示されるような＋０．０９Ｄ～＋０．３７Ｄの間の粗い公差で製造され
るからである。乱視のないカスタマイズされた屈折矯正のための高精密レンズを作るには
、新規の方法が必要である。
【００７３】
　本発明に従う人の目の高品位屈折矯正のためのカスタマイズされた円環体レンズを作製
するための方法は閉ループプロセスを利用するであろう。第１に、製造者は、たとえば０
．０２５Ｄなどの０．２５Ｄよりも微細な分解能の球面度数および円柱度数を有する円環
体レンズの製造のために、カスタム矯正データを受けるであろう。第２に、眼科用レンズ
を作るために用いられる材料および得られた屈折矯正データに基づいて、レンズについて
の所望の表面プロファイルが判断されるであろう。第３に、レンズ成形によってまたは判
断された表面プロファイルに基づいて半完成半製品を表面加工することによって、カスタ
マイズされた円環体レンズが作製されるであろう。第４に、各々の作製されたカスタムレ
ンズがレンズメータで測定されるであろう。レンズは、製造されたレンズの測定された円
柱度数および製造されたレンズの円柱度数が、たとえば０．０２５Ｄなど、０．０１Ｄ～
０．０８Ｄの間のカスタム公差レベル内にある場合にのみ、顧客に配送されるであろう。
レンズは、製造されたレンズの測定された円柱度数と測定ステーションで測定された円柱
度数との間の差がカスタム公差レベル内になければ、２つの表面のうち少なくとも１つを
表面加工することによって再加工されるであろう。
【００７４】
　本発明の別の実施形態では、高精密眼鏡レンズを作るための閉ループプロセスは、ａ）
球面焦点度数、円柱度数、およびオプションの円柱軸、ならびに球面収差を備える矯正デ
ータ（いくつかの実施形態では処方箋）を得るステップと、ｂ）得られた屈折処方箋およ
び眼科用レンズを作るために用いられる材料に基づいてレンズについての所望の表面プロ
ファイルを判断するステップと、ｃ）光学片または部分的に加工された光学的要素の形態
の構成要素を製造システムに装着して、判断された表面プロファイルに従って構成要素の
少なくとも１つの表面プロファイルを変更するステップと、ｄ）レンズメータを用いて、
変更された構成要素の屈折性を測定するステップと、ｆ）得られた矯正データおよび変更
された構成要素の測定された屈折データから、製造されたレンズの残留誤差を算出するス
テップと、ｅ）製造されたレンズの残留誤差が、たとえば０．０２５Ｄなど、０．０１Ｄ



(20) JP 2016-501385 A 2016.1.18

10

20

30

40

50

～０．０８Ｄの間のカスタム公差内に入るまで、算出された残留誤差に基づいて構成要素
の少なくとも１つの表面プロファイルをさらに変更するステップとを備える。
【００７５】
　乱視のない屈折矯正をプレビューするための方法
　他覚的波面屈折計が目の円柱度数および円柱軸の精密な測定を与えるとしても、円柱矯
正のためにレンズを作る前に円柱矯正をプレビューすることが依然として好ましい。
【００７６】
　フォロプターは、目の球面焦点度数、円柱度数、および円柱軸の自覚的判断のために視
力測定事務所で通常用いられる装置である。屈折矯正のための円柱度数の差は、０．２５
Ｄという分解能によって限定される一方で、円柱軸の差は約５度という分解能によって設
定される。フォロプターの円柱軸は、視力測定の実務で他覚的屈折に精密に関係したこと
がない。したがって、先行技術の従来のフォロプターは高品位屈折矯正には適していない
。
【００７７】
　図６は、本発明に従う目の乱視のない屈折矯正をプレビューするための方法を示す。１
つの実施形態では、本発明に従う目の乱視のない屈折矯正をプレビューするための方法は
、ａ）他覚的屈折計から目の屈折矯正の矯正データを得るステップ６０を備え、他覚的屈
折計は目の瞳孔両端の波面スロープを測定し、かつ（０．２５Ｄよりも微細な分解能で）
目の円柱度数、円柱軸、オプションの球面収差、および球面焦点度数の大まかな推定を精
密に判断し、プレビュー方法はさらに、ｂ）判断された円柱度数および円柱軸をフォロプ
ターにダイヤル入力（dialing-in）するステップ６１を備え、円柱パラメータは０．２５
Ｄよりも微細な分解能で精密に制御され、プレビュー方法はさらに、ｃ）球面焦点度数を
複数の値に設定し、かつフォロプターを通して自覚的に目の視力を測定するステップ６２
と、ｄ）遠点で目の調節を設定する、最適化された焦点度数を自覚的に判断するステップ
６３と、ｅ）自覚的に判断された焦点度数ならびに他覚的に判断された円柱度数および円
柱軸に基づいて、プレビューされている最良の矯正視力を判断し、屈折処方箋を提供する
ステップ６４とを備える。
【００７８】
　目の屈折誤差を測定するための改良されたフォロプター
　上述の方法に従う乱視のない屈折矯正をプレビューする方法は、波面収差計を装備した
フォロプターを用いて達成されてもよい。１つの実施形態では、そのような高度なフォロ
プターは、目の収差の即時のかつ他覚的な測定を提供するための波面検知モジュールと、
たとえば０．０２５Ｄなどの０．２５Ｄよりも微細な分解能で、少なくとも焦点誤差、円
柱軸、および円柱度数を含む測定された収差を表示するための出力モジュールと、目の収
差を測定するための位置に波面収差計を移動させるため、および目の他の測定のために目
の光軸から離れるように波面収差計を移動させるための機械的機構と、複数の球面レンズ
および円柱レンズを用いて目の自覚的屈折を行なうためのフォロプターモジュールとを備
え、フォロプターモジュールは、球面収差およびコマなどの高次収差を矯正しないことが
あり、さらにそのような高度なフォロプターは、乱視のない視覚矯正が達成されるように
波面収差計の出力装置から得られる円柱度数および円柱軸をダイヤル入力するためのフォ
ロプターモジュール中の機構を備える。波面モジュールは、目のすべての収差も測定し、
目の測定された収差から導出される画像メトリックを提供するであろう。
【００７９】
　設計により、先行技術の従来のフォロプターは乱視のない屈折矯正に向いていない。改
良されたフォロプターは、フォロプターの円柱軸を他覚的屈折計中の目の向きに関係させ
、０．２５Ｄよりもはるかに微細な分解能の円柱度数を制御するという課題に対処しなけ
ればならない。
【００８０】
　図７は、本発明に従う目の自覚的屈折を可能にするように測定ステーション中に含むた
めの改良されたフォロプターを示す。位置合わせマーク７２が患者の顔の上に置かれる。
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目の他覚的屈折は、整列マーク７２に関するその円柱軸を用いて得ることができる。同じ
目がフォロプターの背後に置かれると、フォロプターの円柱軸を別の測定における目の向
きに関係させるための位置合わせマークの隣にフォロプターからの光線７１を置くことが
できる。
【００８１】
　フォロプターの円柱軸を他覚的屈折計中の目の向きに関係させることは、機械的装置、
光線、投影された画像、または画像装置の助けを用いることに係ってもよい。フォロプタ
ーの円柱軸を他覚的屈折計中の目の円柱軸に関係させることは、フォロプターに取付けら
れる整列マーク７１などの固定された向きを、患者の顔の上のまたは目の中の位置合わせ
マーク７２などの目の向きと比較することに係ってもよい。フォロプターの円柱軸を他覚
的屈折計中の目の円柱軸に関係させることは、患者の顔の上のまたは目の中の位置合わせ
マーク７２によって特定される目の向きに一致するように、フォロプターに取付けられる
整列マーク７１などの向きを調整することと、フォロプターに取付けられた整列マークへ
の角度付けられたオフセットを調整から判断することとに係ってもよい。
【００８２】
　測定ステーションに関連付けられる改良されたフォロプターはさらに、円柱軸７３の手
動制御の代わりに、その円柱軸のデジタル制御および表示を含む。デジタル制御は円柱軸
の電動制御を用いて達成されてもよい。
【００８３】
　改良されたフォロプターはさらに、従来のフォロプターのように０．２５Ｄ毎の代わり
に連続的に円柱矯正を達成するための機構を含むことができる。
【００８４】
　改良されたフォロプターは、複数の位相板または非球面表面プロファイルを有する複数
のレンズを用いて目の球面収差の屈折矯正を達成するための機構を含むことができる。
【００８５】
　別の実施形態では、目の自覚的屈折のための改良されたフォロプターは、手動で円柱度
数および円柱軸を入力するためまたは向上した効率および精度のために他覚的屈折計から
屈折データをインポートするための機構を含む。そのようなフォロプターが図８に示され
、ａ）目の焦点ぼけの矯正のための複数の球面レンズと、ｂ）目の乱視の矯正のための複
数の円柱レンズと、ｃ）他覚的屈折計から屈折データをインポートするための機構８１と
を備える。
【００８６】
　目の屈折矯正のための改良された他覚的屈折計
　従来の波面収差計は高精度で円柱誤差を判断するが、乱視のない屈折矯正には十分でな
い。これは、従来の波面収差計が目をその調節遠点に設定するための球面焦点度数の信頼
性ある測定を提供せず、かつ他覚的屈折計において測定される円柱軸を自覚的屈折または
眼科用レンズのためのフォロプター中の円柱軸に精密にリンクさせる機構を含有しないか
らである。
【００８７】
　図９は、屈折矯正のための改良された他覚的屈折計システムを示す。システムは、自覚
的応答全くなしに、少なくとも円柱度数、円柱軸、および球面焦点誤差を含む目の屈折誤
差を測定するための他覚的屈折装置９０と、他覚的屈折装置において予め定められた方向
に目の向きを整列させるためまたは他覚的屈折の際に目の外表面の向きを記録するための
機構９２とを備える。
【００８８】
　１つの実施形態では、他覚的屈折装置９０は、目の瞳孔両端での波面スロープを測定す
る他覚的収差計である。波面収差計は、記憶素子９１に、目の少なくとも球面焦点度数、
円柱度数、円柱軸、およびオプションの球面収差を与える。焦点度数およびオプションの
球面収差はそれぞれ出力装置９５および９４で入手可能である。
【００８９】
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　１つの実施形態の目の向きを整列させるまたは記録するための機構９２は、他覚的屈折
装置において目の相対的な向きを予め定められた方向に変更できるようにするとともに、
屈折装置と試験中の目との間の相対的な向きをセットアップするための視覚的補助を与え
る。記憶素子９１中のデータと組合せて、他覚的屈折計システムは、出力装置９３中の整
列マークまたは記録された画像に対して円柱度数および円柱軸を出力することができる。
【００９０】
　１つの実施形態の目の顔の向きを整列させるまたは記録するための機構９２は、人の顔
の少なくとも一部を記録するのにデジタルカメラを用いる。人の顔は、屈折素子を有しな
い眼鏡レンズのためのフレームの形態で（測定ステーションを介して）コンピュータで生
成される整列マークを含んでもよい。
【００９１】
　別の実施形態では、他覚的屈折装置はさらに、全波収差に基づく目の全波収差９６およ
び視覚診断９８と、屈折矯正からのデータと、残留波面収差９７とを与えることができ、
屈折矯正は、球面焦点度数、円柱度数、円柱軸、およびオプションの球面収差を含む。
【００９２】
　屈折矯正のための改良された顕性屈折
　本発明に従う測定ステーションの一部として提供される改良されたフォロプターおよび
波面収差計を用いて、乱視のないカスタマイズされた屈折矯正のための顕性屈折の改良さ
れた方法が提供される。方法は以下のステップを備える。第１に、人工的な位置合わせマ
ークが人の顔の上に置かれる。第２に、他覚的屈折計を用いて、目の焦点誤差、円柱度数
、および円柱軸の他覚的推定が得られる。他覚的屈折からの焦点度数は０．２５Ｄという
分解能を有し、円柱度数は、たとえば０．０２５Ｄなど、０．２５Ｄよりも微細な分解能
を有する。他覚的屈折計は好ましくは波面収差計である。第３に、顔の上に置かれる人工
的マークに基づいて、他覚的屈折計に対する目の向きの情報が記憶される。第４に、フォ
ロプターを用いて自覚的屈折を行なう前に、目の記憶される向き情報に基づいて、フォロ
プター中の試験対象の目が整列されるかまたはチェックされる。第５に、測定ステーショ
ンは、他覚的屈折計からの得られた円柱度数および円柱軸を一致させる円柱矯正をダイヤ
ル入力する。第６に、ステーションによって、ダイヤル入力された円柱矯正に加えて複数
の球面矯正が患者に提示される。改定された焦点度数は他覚的に測定された焦点誤差に対
する改良として得られて、遠見のための目の最適化された矯正を与える。第７に、他覚的
に判断された円柱屈折度数および軸と自覚的に改定された焦点度数とを組合せることによ
って、眼科用レンズの製造のための屈折矯正データが生成される。
【００９３】
　発明の具体的な実施形態について明細書を詳細に説明したが、当業者は、以上の理解を
達成すると、これらの実施形態に対する変更例、その変形例、およびその均等物を容易に
想到し得ることが認められる。本発明に対するこれらおよび他の修正例および変形例は、
添付の請求項中により特定的に述べられる本発明の意味および範囲から逸脱することなく
当業者によって実践されてもよい。さらに、当業者は、以上の説明が例示のみであり、発
明を限定することを意図しないことを認めるであろう。
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